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午後１時00分 開会 

○佐々木委員長 

ただいまより経済建設委員会を開催します。 

本日の委員会ですが、網走市水道事業給水条

例の一部を改正する条例制定についての審査と、

網走市導水管漏水事故調査検討委員会の答申内

容について報告をいただきます。 

答申内容について資料の提出がありまして、

これは先日皆さんに前もって事前に配付をさせ

ていただいております。 

それでまずその資料の説明をいただいた後に

継続審査の質疑に入りたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

ではまず網走市導水管漏水事故調査検討委員

会の答申について答申内容について説明をお願

いします。 

○佐々木施設課長 

それでは資料のほうで御説明したいと思いま

す。 

答申書のほう１枚ページをめくっていただき

たいと思います。 

まず今回の導水管漏水事故調査検討委員会の

委員につきまして御説明いたします。 

まず委員長につきましては３年前の漏水事故

の調査検討委員会で副委員長を務めていただき

まして、大学のほうで材料工学、溶接のほうが

御専門の大阪大学、南教授にお願いしておりま

す。 

また副委員長につきましては、北海道のほう

から御推薦を受けました、元北海道の公営企業

管理者で、現在厚生労働省厚生科学審議会の生

活環境水道部会の委員をされています小笠原紘

一様にお願いしております。 

また、日本水道協会のほうに委員を派遣要請

いたしまして、工務部の石井技術課長様に委員

として参加をいただいております。 

もう１名、北海道開発局網走開発建設部の農

業整備課のほうから、今回の漏水事故に対しま

して協力できる旨が農政課のほうを通じてあり

まして、委員の派遣をお願いすることといたし

ました。 

その関係で寒地土木研究所の上席研究員であ

ります中村和正様を委員としてお願いしており

ます。 

次に、今回市長に対して答申を受けました内

容について御説明いたします。 

もう一枚資料のほうをおめくりたいただきた

いと思います。 

導水管漏水事故原因の推察についてというこ

とで、導水管の漏水事故につきまして、委員会

を３回開いて審議を行っていただきました。 

まず、第１回委員会を４月９日開催いたしま

して、漏水現場の現地視察実施、漏水事故の経

緯説明に対する質疑応答を行いまして、今後ど

のように原因を究明するか、調査方法について

決定をいたしております。 

１点目が、漏水箇所の採取を行って破面の観

察を実施すること。 

２点目といたしまして、漏水箇所の盛土の土

質調査と、管の強度計算を実施すること。 

３点目といたしまして、導水管埋設後の地震

発生状況の調査の実施を行うこと。 

４点目として、導水管の変位状況、水平方向、

鉛直方向の状況調査の実施を行うこと。 

この４点について調査を行うことといたしま

した。 

その調査に期間を要しましたので、第２回委

員会を７月24日に開催し、第１回委員会で決定

した調査結果の報告をいたしております。 

まず、破面観察結果につきましては、破面内

側の未溶着に相当するところが存在している。 

破面の破壊を受けたところにはほとんど塑性

変形が起こらず、もとの管の厚さがそのままの

状態で残っていることと破面様相から明らかに

破壊形態は脆性破壊が起こったということがわ

かる。 

また、脆性破壊に続く２カ所の剪断破壊の箇

所の存在により脆性破壊が２回にわたって起こ

ったと推察されるとの破面観察結果が出ており

ます。 
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次に、盛土の土質調査及び管強度計算の結果

についてです。 

漏水箇所の盛土の締固め度これにつきまして、

現場密度試験を実施いたしまして、通常の道路

の路体盛土及び路床盛土の中間値であり、通常

の盛土の締固め度は確保されている状況でござ

いました。 

また、土質試験により、管強度計算に必要な

土の単体積重量等を求め埋設管及び露出管につ

いて３パターンの土圧条件で計算した結果、曲

げ応力について許容範囲を超えるケースがあり

ました。 

３点目の過去の地震発生状況の調査結果につ

いて御説明します。 

漏水した導水管埋設後から、漏水発生日まで

の地震履歴については、震度４が３回、震度３

が６回、発生した状況でございました。 

また、漏水発生の８日前、２月２日に網走で

は震度２の地震が発生しております。 

また、北海道の津波シミュレーションの想定

した地震では、震度６弱から６強の可能性があ

るという委員会に報告をしております。 

導水管の変位状況調査の結果ですが、導水管

の漏水箇所を切り出し前後の変位については、

管の軸方向水平方向ですが、これについては変

位が生じませんでしたが、切り出し箇所の上下

鉛直方向については、16ミリの上下の変位が生

じたという調査結果となりました。 

以上が調査結果ですが、まず今回、破面調査

を実施したとこの現物の管がこちらに用意して

おりますのでそれについてどのような状況であ

るか御説明したいと思います。 

〔破断した現物の管で説明〕 

これの頂点をゼロとして、時計回りに10、20、

30という形で180が一番下になっいます。 

この管の内側について、溶接金属がついてい

ない未溶着の箇所が確認されます。 

通常、管の場合は圧力が加わった場合、弾性

体ですので、ある程度の力までは元の形に戻り

ます。 

しかしそれ以上の力が加わると、塑性変形と

いって形が戻らないという状況が起こります。 

さらにもっと加わると管圧が薄くなって破壊

されてしまうと、そういう状況になります。 

破面を観察していただいた南先生によると、

まず管圧が６ミリなのですがほとんど変化して

いないということで塑性変形が起こるような大

きな力が加わっていないということがわかりま

す。 

そして今回のこの破面状況でいくと、170度か

ら160度の間と190度から200度の間、この辺が破

壊の起点になって２回恐らく破壊が起こったと

いう形になります。 

それはおそらく溶接のついている部分の厚み

ですとか、その辺で破壊が起こりやすかったの

と起こりにくかったところで、そういう２度に

わたるような形の破壊が行われたような状況に

なっています。 

また席に戻って説明させていただきます。 

資料の②の調査結果からの漏水原因の推定と

いうところを御説明いたします。 

今現物のほうで御説明しましたが、今回の漏

水した導水管の溶接部の破面状況から破壊形式

は明らかに脆性破壊であるということが言える

という点があります。 

そして、脆性破壊が起きるには、次の三つの

要因が重なることが必要であるとされておりま

す。 

まず、１点目は応力の集中が働く構造になっ

ているか。 

これは未溶着部があるため切欠き効果により、

未溶着先端に大きな応力集中が働く構造になっ

ているということで、今現物でも未溶着箇所が

存在しておりますのでこの点については、まず

１点目の要因があるということになっておりま

す。 

２点目は、溶接部の材料劣化により破壊抵抗

値が低下する状況があるかということで、溶接

金属には破壊抵抗値が落ちる要素として、低温

脆性というものがあります。 
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低い温度にになるとその粘り強さ、靱性値が

低下して破壊抵抗値が落ちるという性質があり

ます。 

そのため、厳寒期の２月に発生したことから、

溶接部の微少な漏水により盛土にすき間が発生

して、寒気が入り込むことにより、この低温脆

性という現象が起きた可能性があり、これは厳

寒地に起こり得るという現象であるというふう

に推察されております。 

また、同じように、溶接金属は地震による波、

振動によって同じように、破壊抵抗値が落ちる

という性質があります。 

それで、過去の地震による予ひずみにより脆

化も考えられると推察されております。 

450ミリの導水管の溶接部につきましては、破

壊靱性試験により導水管の破壊抵抗値は、水道

の使用条件下で、脆性破壊を起こすレベルまで

低値であることが指摘されております。 

これは、南教授に頼んでいる健全度調査のほ

うの試験結果からもそれが指摘されておりま

す。 

３点目、溶接部に大きな応力が働く危険性が

あるかということで、この前の２点では脆性破

壊は起こりません。 

最後に通常で働いている力以外のプラスαの

力が働かないと脆性破壊が起こらないとされて

いるのですが、今回の状況の場合、盛土箇所で

微少な漏水が発生し、導水管の底部の土砂が火

山灰であるため水の影響を受けやすいというこ

とで緩んだ状態になり、上部の土砂の上載荷重

が導水管に一気にかかって、今回の破壊にいた

ったのではないかと。 

そういうふうに考えられると、委員会のほう

では、事故原因について推定されております。 

次に２点目の今後の導水管の維持管理及び更

新計画のあり方について提言をいただいており

ます。 

この提言につきましては、提言を受ける前に

現在網走市で行っております断水再発防止対策、

３年目の漏水事故、そして今回２月に起こった

漏水事故、この漏水事故を受けて、網走市で独

自で再発防止対策に取り組んでまいりました。 

今後の維持管理について提言を受ける上で、

市で取り組んでいる状況について御説明して、

資料に書いてあります６点につきまして、対応

について十分であるとの評価をいただいている

ところであります。 

しかし、今後の維持管理において、次の２点

について委員会から提言を受けております。 

導水管の定期点検において温度変化が溶接部

の破壊抵抗値に影響を与える可能性がある箇所

がないか確認を行うこと。 

２点目として、導水管埋設箇所及び周辺の異

変を早急に察知できる対策を講じること。 

この２点について提言を受けております。 

次に、導水管の更新計画のあり方について。 

現在、網走市の水道部では平成22年度の導水

管現況調査結果及び今後の財政収支見通しから

更新計画を策定して、実施をしてきています。 

委員会のほうといたしましては、平成24年度

から25年度に実施された、導水管健全度調査結

果と今回の事故原因の推定から次のとおり、５

点の提言を行っております。 

まず１点目が、今回の漏水は周溶接部の破断

が原因であることから、昭和50年以前は小口径

鋼管に対する裏波溶接技術が発展途上であった

こと、及び網走地区は寒冷地であることから、

周溶接部は脆性破壊を起こす要因が重なる箇所

となっている。 

このため、未更新区間の早期布設かえが必要

である。 

２点目は、導水管のかなりの延長が個人所有

地山林畑等に埋設されているため、点検及び修

繕等にも支障が生じている。 

このため、公道敷地等に布設替えをすること

が必要である。 

３点目が、網走地区は火山灰の堆積箇所が多

く分布している。 

これらの箇所では、地質的に水による侵食や

地盤の強度低下の可能性がある。 
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この特性を考慮したルート選定や工法検討を

行い更新計画を策定する必要がある。 

４点目は、導水管更新事業には莫大な費用が

必要となるため、水道事業経営の影響は避けら

れない状況にある。 

水道料金体系の見直しによる、財源確保の検

討とともに、現在網走市が国及び関係団体に行

っている鋼管の補助制度採択要望を強化するこ

とにより財源確保を行い、できる限り早期の布

設替え工事完了を目指すこと。 

最後に、更新完了までは、断水再発防止対策

を継続し万全を期すこと。 

以上５点について提言をいただいておりま

す。 

○佐々木委員長 

ありがとうございます。 

皆さんから質疑等ございますか。皆さんいか

がですか。 

○山田(庫)委員 

今、委員会の報告、答申内容説明をいただき

ました。 

それで私なりに確認も含めて、ちょっと質問

させていただきたいと思うのですが。 

基本的に今回の断水を起こした破壊というの

はですねここの調査結果から漏水原因の推定と

いうとこの３点になるのかなという説明があっ

たというふうに思うのですが、1点目は未溶接部

分が一つの原因になったのではないかと、それ

と寒冷地という部分で、低温脆性の関係で、破

壊を起こした一つの要因にまたなっているので

はないか。 

それと３点目が、火山灰質の土質が多いとい

うことも含めて導水管の下が空洞になった可能

性も含めて、それによって上層の圧力によって

破壊をしたのではないかと、３点が調査結果と

して出ているんだというふうに私なりに答申の

報告を受けて思ったのですが、簡単にかいつま

んで言うとそういうことでまずよろしいです

か。 

○佐々木施設課長 

今回の破壊形態が脆性破壊ということで、こ

の三つの要因が重なるといいますか、この三つ

の要因が同時に発生しない限りこの破壊は起こ

らないということです。 

○山田(庫)委員 

そうしたら推定ですから、これの二つが重な

ったとか、一つが要因かもしれないというその

過程、推定ですから過程も含めてあるのですが、

今課長の話を聞くとこの三つがすべて重なる中

で破壊が生じたということで、答申の内容がそ

ういうことだということでいただいた。 

そういうことですね。 

○佐々木施設課長 

その通りです。 

委員長の南先生からは脆性破壊についてかな

り何度も教えていただいたのですが、この三つ

の要因のうち二つが重なっても脆性破壊は起こ

らないと、必ずこの三つの要因がないとこうい

う破壊には至らないというお話を伺っておりま

す。 

○山田(庫)委員 

それで最初に聞けば良かったのですが、脆性

破壊というのを例えばかいつまんでわかりやす

くもし言っていただけると大変ありがたいので

すけれども。 

○佐々木施設課長 

脆性破壊については、わかりやすく言えば、

粘り気といいますか、金属でいえば弾性的とい

うのですか、引っ張りについてまた戻るような

性質があるのですが、それがひずみとか冷やさ

れることによって、その粘り気がなくなって、

完全に一致しませんけど、わかりやすくいうと

瀬戸物のような状態。 

引っ張りにはものすごくある程度の抵抗値が

ありますけど、ある衝撃を与えるとパリパリン

と一気に破壊されてしまうと、粘り気が全くな

いので、そういうようなイメージでいいと思い

ます。 

○山田(庫)委員 

弾性というか逆に、こういう柔軟性がなくな
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ってそれでこう破壊してしまうと。 

こういうことなので、そうすると、網走市の

導水管というのは、この三つが重ならなければ、

また四つなるかもしれないし、まあ二つでもあ

りうることもあるのだと思うのですが、今回は

この三つが重なったと。 

やはり一つでも排除すれば長もちもするし、

危険性はなくなるのだよと、後に出てくるのだ

と思うのですがね。 

それで、導水管の維持管理及び更新計画のあ

り方ということで答申が出まして、先ほど説明

いただいたように、今６点について網走市が対

応していると対策を含めて、これについては十

分評価をすると。 

ただ維持管理において次の２点をこれからは

ここを注意しなさいという意味で導水管の露出

箇所がないか、いわゆる低温脆性含めてね。 

破壊に影響を与えるという可能性があるかな

いかをしっかり確認をしろと。それと周囲の異

変が早急に察知できる対策、例えば今やってい

る流量計をもう少し区間を短くしていっぱいつ

けるのがいいのか、そういうことなのだと思う

のですが、ここが一つ提言として出ているのと、

導水管の更新計画のあり方で５点ほどここに示

されているのですが、まず１点目はその未更新

区間の早期の布設がえがまず必要だよと。 

ですから62キロあるうちの４割程度が整備が

進んでいます。 

それであと残りを全てやるのがいいかどかの

議論というのはまたあると思うのです。 

非常にお金かかりますから、１キロに対して

１億円以上今かかってますから、そうなると前

回でもちょっと議論になったように、管自体は

ほとんどが摩耗してないというふうに考えてい

いということですから、溶接部なりその漏出部

の対策、それと何かあったときにやはりすぐ対

応できる場所に、布設がえをして維持管理を早

急にできるような対策をとるべきだと。 

こういうことでいろいろ言われているのだと

思うので、この未更新区間の早期布設がえとい

うのは、できれば早くやったほうがいいという

のがまず最初に出てるのかなというふうに思う

のです。 

それと２点目の公道敷地に布設がえをすると

いうのは先ほど言ったし、ことし前倒しでやっ

た区間なんていうのは沢地のほうでずっとなっ

てますから、例えば冬の間に断水したらもう対

応ができない場所にあるということで、公道の

ほうに布設がえをしたと。 

これがやはり必要なのだろうと。 

それと３点目としては、今も含めてですけど、

ルートの選定や工法検討というのが、これから

残された６割の導水管の布設がえのときには、

しっかり計画を立てて、効率のいいような形を

やはりとっていかなければ、なんでもいいから

１年間に何キロやるのだという簡単な計画では

なくて、きちっとしたやはり計画を立てれと。 

４点目はやはり今も非常に私どもとしては残

念ですが、国にも要請してますが、鋼管がやは

り補助にならないと。 

このことがやはり非常にネックになってます

から、これからも引き続き鋼管が補助の対象に

なるように取り組みもしていかなければならな

いし、その辺を見きわめながらも、もし補助が

出るようになれば、この更新計画もまた当初立

てたのよりは、進捗が早まるということも一つ

要素があると思いますから、そういうことも含

めて、それと断水の再発防止対策を継続して万

全を期す。 

これは今までやってきたことは、しっかりし

ていく。さらにやれるものはやっていけという

ことが答申の中に示されたと思うのでね。 

それで、私は答申としてはある程度すばらし

い答申をいただいて、当市としては、やはりこ

れに準じていろいろなことを進めていかなけれ

ばいけないというふうに私は思うのですが、こ

の答申を受けて、網走市の水道部としてはどう

いう見解を持たれていて、今後どういうふうに

していこうという考え方があるのかちょっとお

聞かせいただきたい。 
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○今野水道部長 

答申をいただきまして、導水管のあり方とい

うことでは、残りの６割の部分をいかに早く対

応するようにという、答申の内容でしたけれど

も、水道部としましてはまだ正式なといいます

か、意思統一された見解ではないんですけれど

も、個人的に申し上げて申し訳ないのですが、

ある程度経済性も見きわめて相当な工事の費用

がかかるということでは、市民の方にもやはり

水道料金としてはね返る部分も大きく出ると思

いますので、今行なっている国に対する要望を

強化しながら、なるべく負担を少なくするよう

な形で早めに対応できるようにというふうには

考えております。 

○山田(庫)委員 

今、部長からお話されたのですが、これを受

けて答申のままやるとか、それは部としては結

論はまだで答申もいただいただけという段階で、

それをこの委員会に報告していただいたと。 

今、部長の個人的な見解も含めて考え方示さ

れたんですが、そしたら水道部としてはこれか

らはこの答申はやはり基本にちょっと据えなが

ら、今後やはりその水道事業として、どういう

ふうに進めていこうかということは、新たに考

えていきたいとそういうことでよろしいです

か。 

○今野水道部長 

これから水道部含めて市全体のこともござい

ますので、その中で意思決定を図っていきたい

というふうには考えております。 

○山田(庫)委員 

私もそう思うので、これは確認になるかもし

れませんが、例えば水道料金改定に今後、この

答申を受けて進めていくかということが決まる

段階で料金改定の中身が大きく変わるとかそう

いう要素というのはあるのかないのか。 

○今野水道部長 

事業を行う前の財源のお話だと思いますけれ

ども、今全くその財源措置がない中で、こうし

なければならないという状態にはございますけ

れども、先ほど来、出てますように管自体には

まだ体力と言いますか、まだもつ状態だという

ふうには考えておりますので、部分的にその溶

接の箇所が弱い部分があるということで、今回

のような断水に至ったということですので、先

ほども申しましたように国からある程度、財政

的な措置がいただければ、それは早急に対応し

ていかなければならないとは思いますし、それ

を全て料金にということ、最終的にはどうなる

かちょっとその辺はなかなか見通せないですけ

れども、なるべく負担は少なくしていきたいと

いうふうなことは考えてます。 

○山田(庫)委員 

私の聞き方が悪かったのかもしれないですけ

れども、今回提案されてる３年間の中で、議論

してきました。 

例えば、前倒したのはそれはそれでいいので

す。それが料金改定の要因ではないということ

も前回の説明の中で聞きましたから、私として

はそういうことが背景にあるのかなという心配

もあったのだけれども、それはないという明確

な答弁いただきました。 

それで、平成27年、28年が導水管の整備が全

く施設費として入ってないけれども大丈夫かと。

こういう議論をさせてもらってて、答申が出ま

した。 

答申としては導水管の布設がえをやはり早急

にしなさいというのは、まず全体の中ではある

んだけれども、その中でも財源確保というなり

財源が非常に必要になるから、今の断水対策を

継続して万全を期して進めながら、やはり心配

なところについては対応してけという提言を私

はいただいたのだと思うので、今回そういうこ

とを考えると、３年間はこの答申をある程度基

本にして守っていくという考え方がなかったら、

来年、再来年にまた導水管の整備をしますとい

うことになると、この今回出てる料金改定の根

拠が変わりますから、そこを確認したかったの

で、将来の料金改定がどんなふうになるかとい

うことの聞き方ではなかったので、そこについ



 

- 7 - 

てお聞かせください。 

○今野水道部長 

今回の料金改定に絡めてのお話ですけれども、

今回は算定期間３年ということで、この３年の

中には平成26年の事業費がのったかたちで算定

をさせていただいております。 

これは３年間の中で資金収支方式といいまし

て、３年の間に使用する経費を料金で賄うため

にはいくら必要なのかということの計算の仕方

であります。 

将来に向けてということは必要になるのです

けれども、それまでにはこの中でも断水の再発

防止対策に万全を期すということで、ある程度

その財源措置等が見えるまでといいますか、ど

こから手をかけるかというのもあるのですけれ

ども、そういうのがはっきりするまでは断水の

未然防止対策６点、先ほど説明させていただき

ましたけれども、その対策に万全を期すという

ことで対応していきたいというふうに考えてお

ります。 

○山田(庫)委員 

ですから、さっき私も言ったように今やって

る維持管理をもう少し、対応できることはして

いくけれども、これをしっかり万全を期して進

めていくのだと。それで当面は導水管はむこう

２年間かな、施設費がないですから導水管は基

本的にいじらない中で、この維持管理方式でや

っていくと。 

そのためにも前倒しして流量計をつけたり、

直すところは直しましょう、こういうことでい

いのでしょう。 

だから、今回の料金改定は答申が出たからと

言って動くことではありませんということを私

ははっきり言って欲しいのですが。 

これがグラグラするのならこれ、根っこから

変わってしまうから。そこを言ってほしいので

す。 

○今野水道部長 

申し訳ありません。 

今回の料金改定はあくまでも３年間というこ

とでの算定期間ですので、資料にお示しをした

とおり、この導水管の更新計画で進めたいと考

えております。 

○山田(庫)委員 

そういう意味で今部長から改めていただいた

のですけれども、当初示された料金改定の内容

どおりで３年間は施設も含めて整備をしていく

考え方でいると。 

これはどちらもそうですが何か急にあっては

いけないし、もう絶対ありえないのだけど、ま

た断水とかあったら、これはまた急遽対応しな

ければならないと、これはちょっと、災害的な

部分も含めて事故ですけれども、別ですからそ

ういう意味では、今回示された料金改定にはこ

の答申というのは将来長い目も含めて、維持管

理もしていくためには答申の内容をしっかり守

っていくのだという考え方で示されたわけです

し、その管理の仕方が今までやってきたことで、

十分評価も受けてるわけなので、そこ手抜きな

い形でやっていくわけですから、３年間の料金

改定の今の中身については、この答申が出たか

らといって要らぬものではないということで、

確認をさせていただきましたので、そこはわか

りました。 

それでちょっと心配なのは、この答申の中で

何か触れられているのかどうかお聞きしたいの

は、第２回委員会の中で過去の地震発生状況調

査結果というのがあるのですが、地震履歴が震

度４が３回、震度３が６回と、それと漏水発生

の８日前、２月２日ですが、震度２の地震が発

生をしたと。 

北海道の津波シミュレーションの想定地震で

は震度６弱から６強というのが、示されている

のですが、例えば６弱、６強の地震が来たとき

には、この導水管の今の現状からすると、耐震

的にはどうだという話は第三者委員会から何か

この辺については触れられたことはあったので

すか。 

○佐々木施設課長 

今回、北海道が津波のときにシミュレーショ
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ンした、その想定地震が６弱、６強のほんとに

地震が来たときに、今の導水管がどのようにな

るかという具体的なお話はなかったのですけど、

非常に危険だと、そういう判断でかなり危険度

が高いというお話は先生のほうからお伺いして

おります。 

○山田(庫)委員 

これは水道管ばかりではなくて、もしこの程

度の地震が仮に来たときには、下水道、水道、

道路も含めていろいろなとこに、心配な部分で

すが障害が出てくるのだというふうに思ってま

す。 

それで、水道管だけがどうだというふうに特

化して言うつもりはありませんが、やはり耐震

のことを考えていけば鋼管はきっと大丈夫だと

僕も思うのですよ。 

溶接部がこれからしっかり未溶接部分でなく

て、中まで盛り上がる溶接がいいのか、中の面

は管にぴったり合う形で後ろからやったときに

面がなるような溶接方法ができる技術があれば

一番いいのかもしれませんが、溶接の仕方とか、

今、きっと地震対策の関係でも水道管の関係も

いろいろ研究もされてると思うのですが、ぜひ

耐震の部分というのもこれからの部分では頭に

入れて、更新するときには対応、対策ができる

ことがあれば私は進めていったほうがいいよう

な気はするので、これがどうだから料金改定が

変わって何かしないといけないという意味では

なくて、やはり耐震というのはこれ下水道にも

道路とか橋にも全部影響しますけども、建物も

そうですけども、この辺もちょっと視野と頭に

入れて、更新する際には今まで以上に何かが、

技術アップしてやれるのならそういう対策も含

めてしていくということが必要だと思うので、

もし第三者委員会からそういうことに触れて何

かがあればと思って聞きましたけれども、なか

ったのだけれどもその辺をちょっと私から意見

として言わせていただいて、この答申について

は以上で終わります。 

○佐々木委員長 

そのほかございますか。 

○栗田委員 

何点か今回の破断場所のことについてお伺い

をしたいと思います。 

まず今回のケースで、答申の中に出てるよう

に微量な漏れによって、下部の火山灰と盛土が

流出したものなのか、地形的な面を見ますと沢

地ですし、昨今のゲリラ豪雨等の鉄砲水によっ

て、土管の下のほうから崩れていって上の部分

が残ってた状況なのかっていうまずこの１点を

確認をしたいと思います。 

○佐々木施設課長 

盛土の中の状態ですけど、実際今回の漏水が

起こる前の状況というのが、昨年の秋、漏水が

起きてから土地所有者の方にお伺いしたところ、

盛土状況については変化がなかったと、そこに

ついては異常が認められなかったという点があ

ります。 

それと、漏水が実際起こったときにはもう管

が完全にむき出た状態でしたので、実際に管に

夏の間のゲリラ豪雨で水みちができていたのか、

その辺の形状についてはちょっと現地調査の段

階でもわかりかねる状況でございました。 

○栗田委員 

どちらとも言えないということであればまた

状況変わるのかなと思いますが、これは前にも

指摘したのですが、あの部分傾斜地で、要はつ

なぎ手がその沢地の所で結合されている。 

多分それは当時の施工的な問題で角度をつけ

るために施行しやすかったという部分で、あそ

この場所になったのかなということを私は推測

したのですけれども、それについてはどうです

か。 

○佐々木施設課長 

深く地山に掘ってきて、最後のつなぎ手をあ

そこの沢地でつないだときに、そこの部分につ

いてはある程度管を入れても溶接がしやすかっ

たということもあったと思います。 

それで実際に低いあそこの沢地のところが、

接合部になったのではないかと推測しておりま
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す。 

○栗田委員 

私もそのように考えておりまして、施工する

場合に角度が違うわけですから、接合部を合わ

せるために、それぞれ角度をあわせなくてはい

けないということで、そういうところでたまた

まあそこの沢地が選定されたと、現代の施工技

術ですと通常ああいう方法はとらないわけです

よね。 

常識的にもいろいろな関係者に聞いたところ、

そういう施工の仕方はしないと。 

つなぐのであれば、地盤のいい場所でつない

で、ああいう通す場合については１本ものとい

ったら言い方どうでしょうか、接合部をもうけ

ないやり方が通常行われると思うのですが、そ

れは当時の状況ですからかなり昔な話なので、

重機等もまだあまりない時代なので、その辺は

理解をするのですけれども、まだまだその沢地、

川の部分を通したり露出して出してる部分があ

るのですが、そういう部分で溶接部がその場所

に合致している部分というのはあるのでしょう

か。 

○佐々木施設課長 

沢地で露出してる箇所については二重管にし

て防護したり、実際しておりますが、そこの部

分については今後、低温についての影響、そう

いうのも保温をしたりとかそういう形で今後検

討していかなけいけないと思っていますが、実

際にそこの部分に溶接箇所があったかどうかと

いうのは、過去の工事の状況とかを調査しない

とわからない状況でございます。 

○栗田委員 

側がオーバーというか二重の施工をしてしま

えば、中がどこあったというのはなかなか難し

いと思うのですけれども、そういうことでそれ

は理解するのですが、その状況でこの答申の中

にも当然出てくるのですけれども、露出箇所は

確実な事をしなくてはいけない、対策しなくて

はいけないということなのですが、基本的には

できるならば、湿地帯のそういう場所というは、

早めに布設がえの検討箇所になっていると思う

のですが、その辺については当然そういうとこ

ろが優先的に今後、布設がえの地域になるのか

なという気はするのですがその辺はどうでしょ

うか。 

○佐々木施設課長 

さきの現地視察で、東藻琴地区のシンプイ藻

琴川側沿いに入ってる導水管の布設がえの箇所

見ていただきましたが、やはりああいう軟弱な

地層でありますとか河川を横切っている箇所で

すとか、そういう箇所については、優先順位と

いいますか更新を早めたいと思います。 

しかし網走側につきましては、今、稲富地区

から桂町浄水場まで、ほとんど一直線の状況で

布設されています。 

そうなると全体的な今後、路線選定、それで

どのルートを通るのが一番経済的で、水圧に対

しても安全か、その辺を充分検討して計画を立

てた中で、その中でさらに優先順位を決めて、

更新計画、更新を実施していきたいと思ってお

ります。 

○栗田委員 

そういう部分を徹底して対策をしていただか

ないと、寒中の場合、要するに万が一破断した

場合についての対策が時間がかかってしまうと

いうことが考えられるので、そういうふうなこ

とをやっていただきたいのと、一つ素朴な疑問

なのですが、確かに道路、市なり公共の道路に

布設がえをして通すということは非常に効率的

でベストな形なのですが、今そういう危険箇所

を全部迂回して市道等を民間地をなるべく外し

てやったときに総延長というのは非常に長いも

のになってしまうので、蛇のように曲がりくね

った長いものになるのですが、僕もちょっと心

配して業者の方にも聞いてみたのですが、水圧

で曲げることによって水圧等の変化で破断する

ということはないらしいのですね、曲がりくね

っても何ら問題はないという結論をいただいた

のですが、そういうことも含めて慎重に選定し

ていかないとやみくもに近くに市道があるから
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そこに布設がえといったときに非常にコスト的

にね、今の距離よりもかなり倍以上の距離にな

ってしまうのかなというちょっと心配をしてい

るのですがどうでしょうか。 

○佐々木施設課長 

現在の市水道部の内部で、稲富地区から網走

の桂町浄水場まで、既設の道路敷地を通した場

合に、案ですけど、想定のルートを選定したこ

とがございました。 

それはあくまでも現在の道路敷地を使った場

合、その場合に延長11キロが４キロほど伸びて1

5キロ程度、４キロ程度延長が伸びるような結果

となっております。 

しかしながら、現在の道路敷地ですとかなり

屈曲している箇所がございまして、その分の水

圧に対するロスの関係も生じてきますので、安

全に網走の桂町まで送るには管径を太くしなく

てはいけないですとか、その辺の検討も必要に

なってくると思われます。 

できる限り早くルート選定のほうをまず、基

本設計を行って検討していきたいと思っており

ます。 

○栗田委員 

対策その点はいろいろなシミュレーションさ

れて、我々が普通に素人が考えているよりは必

ず検討されているということで安心をいたしま

した。 

残念ながら漏水事故が起きたわけですが、今

後についてはいろいろな対策をしていただい

た。 

迅速に流量計の設置等もしていただいたこと

により、断水をしないで漏水箇所の復旧ができ

るという状況はほぼでき上がっているのかなと

思うのですが、先ほど来言われているように民

間地、特に山岳部、今までどういうわけかここ

に出てくる、寒いというのが一つの理由らしい

のですね。 

だからそういうときに起きる可能性がやはり、

前回のときは直接ないにしても、一番気温が下

がったときに起きているのですね。 

残念ながらあそこの場所は民間地で、掘り起

こして検査という形はなかなかいかなかったの

ですけれども、そういうことも踏まえて、今の

ところ僕が考える中では、ほぼ断水事故には今

後つながらないだろうと、ただし山田委員から

言われたように地震に関してはね、これはもう

ボカンといっちゃうと、どうしようもない話な

のでそれに対する対応というのは、その時にな

ってみないと正直な話できないのかなっていう

ふうに思います。 

視察の中でも、現在の施工方法見させていた

だきました。 

正直、私が感じたのは私も溶接はするのです

けれども、この当時のやり方と今のやり方は全

く同じです。 

アーク溶接で、多少溶接技術と溶接法の進歩

はあるのですが、もっと画期的なことをやるの

かなと思ったら昔ながらの原始的な方法で、技

術によってつないでいたということなのですが、

どなたに聞いても、鋼管をつなぐのはあの方法

しかないのだということだったので、しょうが

ないのかなっていう気がするのですけれども、

そうするとその当時の技術がどうのこうのとい

うよりもやはりその経年変化によって、いつか

はだめになる可能性が溶接部はあるということ

がやはり今回明らかになったということなので

すね。 

だからそういうふうに考えるとやはり、今の

料金どうのこうのという話ではなくて、当然あ

のすべての鋼管は近い将来に変えなくてはいけ

ないと、布設がえをしながら溶接をし直す必要

性があるのかなと。 

この答申の中で脆性という部分でいくと粘り

がなくなったと言い方をしてますよね、粘りが

なくなるというのは経年変化、溶接部が歳をと

っていくのですね。 

それによって劣化していくのでこれに関して

は防ぎようがないということなので、歳をとる

ものについてどうしようもない、そういうこと

も踏まえた中で、僕は今回勉強させていただい
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たと思ってます。 

全体を通して非常に速やかな、こういう調査

検討に関しては非常に時間がかからなかったほ

うだと思います。 

大変な労力を皆さんおかけになって迅速にや

られたことによって、今後の市民の安全、安心

な水の供給というのは可能なのかなというふう

に私は理解させていただきました。 

ありがとうございました。 

○佐々木委員長 

そのほかございますか。 

○古都委員 

２ページの第２回委員会の土質試験により管

強度に必要な土の単位というところで３パター

ンの土圧条件で計算した結果、これで埋設と露

出管について曲げ応力を６回くらいは計算した

のかなと思うのですけども、許容範囲を超える

ケースがあったと、だいたいどれくらいのもの、

何個くらいそういうケースがあったのか聞きた

いのですけれども。 

○佐々木施設課長 

今回の強度計算のパターンですが、まず土の

中に埋設されている状況と、あと露出されて両

側が今回のように両側が地山で中が沢地で空間

になっているときに、同じだけの土圧がその下

がなくなった状態で上の土圧がかったというそ

ういう埋設管と露出管で分けて、さらにいろい

ろな土圧の公式があるんですが、垂直土圧公式

というまして、よく地山を下水道の上に溝掘り

しながらする比較的土圧があまりかからない。 

まず土圧公式と、あと道路の一般的に道路の

横断管ですとか縦断管ですとかそういうパイプ

カルバートの強度計算に使われる盛土型の土圧

公式、それが二つ目と、もう一つこれは、寒地

土木研究所の助成研究員の中村さんが論文の中

で、盛り土の土圧がかかるときにその土圧のか

かり方で、円弧すべり面が形成されてものすご

い広い範囲で土圧がその管に集中するという論

文があって、一部実験結果に基づいて論文が出

されたようだったのですけど、私も初めて見た

土圧公式だったのですけど、その比較的大きく

土圧がかかる三つのパターン、二つの形状で三

つずつのパターンでやったのですけど、そのと

きには埋設管の場合には大きくかかる土圧以外

はもちました。 

露出管で両方がはりになって上に土圧がかか

った場合、これについては直土圧公式、一番土

圧がかからないタイプの土圧式しかもたなかっ

た。 

ですからやはり下にものが基礎としてないよ

うなそういう状態では、かなりの土圧、道路で

一般的に使われている土圧がかかった場合には

管がもたない、そういう結果になりました。 

○古都委員 

そうしたら３パターン、３パターン、計６パ

ターンでやって、そのうちの３パターンは超え

るケース、その中でも特殊なほうだとは思うの

ですけれども、その埋設のほうとかでも今の御

説明あったような集中してかかるようなパター

ンの場合というのがもたないというのが出てい

るのですけど、そういうような箇所というのは

網走には今埋設されている所はあるのでしょう

か。 

○佐々木施設課長 

今回のように、管が宙ぶらりんになって上か

ら土圧がかかるような危険性があるというとこ

ろは、その後の現地調査などでは確認しており

ません。 

ほとんどが２メートルも盛土がもとからあっ

たというところはないと思うのですが、上に土

があった部分については、ほとんど露出管にな

って防護されている状況ですので、はりになっ

て上から土圧がかかるようなそういう箇所につ

いては確認しておりません。 

○古都委員 

その隣のページの検査結果からのところの３

点目なのですけれども、溶接部に大きな応力が

働く危険性があるかというところで、答申の中

で通常の状態と比べ破壊時には何らかのプラス

アルファの力が働いたものと推測されるという
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ことは、基本的には何かの力が加わったけれど

もそれがどういう要因かがわからないというこ

とで、１点目、２点目に該当する場所でわから

ない力がかかる可能性のある場所というのは網

走にまだ点在するし、可能性だけで見ればある

とは思うのですが、それで流量計とかも設置し

て、迅速な対応をとれる状態はとっていると思

うのですけれども、そういうような例えば１点

目を見ると角度がついてるところの部分を言っ

てるのかなと思うのですけれども、そういうよ

うなところを中心に見ていけばより対応が迅速

になっていくのではないかなと思うのですが、

この答申からそういうような対策というのはと

るのでしょうか。 

○佐々木施設課長 

答申の中で今後の維持管理というところでも

提言をいただいておりますが、今現在でも年に

２回、定期的に現地調査を行って状況の変化等

押さえておりますが、さらに今回初めてその温

度変化といいますか、それが導水管の溶接部に

悪影響といいますか、そういうのが生じるとい

うのが新たな視点として加えられました。 

それで今後導水管の現地調査するときには、

そういう状況変化プラス寒気に対しての影響、

それについての視点を加えることで、そこの部

分について保温をして低温脆性から守ったりで

すとか、そういう予防修繕がプラスアルファと

して加わっていく形になると思われます。 

○古都委員 

最後に１点なのですけれども、例えば２年前

とかでも集中的なゲリラ豪雨があったり、こと

しもすごい豪雨があったりとかとしたと思うの

ですけれども、そういった後に例えばこれから

冬を迎えるにあたって、埋めている埋設箇所の

形状が変化したり本来は埋設されているところ

が露出してたりという部分もある可能性がゼロ

ではないですけれども、そういうところを冬に

備えて先に一回まわって危険箇所がないかとい

うのを見たりというのはされているのでしょう

か。 

○佐々木施設課長 

現在、定期的な現地調査というのは５月と11

月に行っております。 

市の水道部の職員と協力会社の建設会社の職

員で共同で行っておりますが、ことしもこれか

ら11月に行いますので、その時点でもし状況変

化があって早急にやらなければいけない分につ

いては、現年度予算で対応できるものは現年度

予算で対応し、今後予算化しなければいけない

ものについては、来年度の予算に向けて予算化

するような動きでその調査結果を活用していき

たいと思っております。 

○古都委員 

わかりました。 

以上で私の質問終わります。 

○佐々木委員長 

ここで10分ほど休憩をとります。 

午後１時59分休憩 

午後２時09分再開 

○佐々木委員長 

では委員会を再開いたします。 

答申につきましてはそのほか質問等ございま

すでしょうか。 

ないようでしたら答申の報告については以上

で終わらせていただきます。 

次に、議案第４号網走市水道事業給水条例の

一部を改正する条例制定についての審査につい

て本日も行いたいと思います。 

皆さんのほうから何か御意見等ございますで

しょうか。 

○山田(庫)委員 

前回の委員会の中で第三者委員会の答申が21

日に出るということで、報告がありましたから、

ぜひその報告を受けてまた審査させていただき

たいということで、きょうになっている経過が

あるわけです。 

それで先ほど答申の中身については説明もい

ただきましたし、何点か質疑させていただきま

した。 

栗田委員からあったように、本当に４名の方
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にはいろいろアドバイスを含めて答申をいただ

いたということで、網走市としては水道部もこ

れをある程度基本にしながら、これからの水道

事業のあり方ということも考えていかなければ

ならないというふうに思いますので、その辺は

いいとして、前回ちょっと聞けなかったことが

何点かありますので、質問させていただきたい

と思います。 

まず１点目なのですが、企業会計ですから、

どういうとこにもある減価償却費の関係です。 

これは決算委員会でも必ず議論になる課題な

のですが、減価償却費というのは建物やら構築

物も含めて、傷んでくるし、古くなってくとい

うことで原価が償却してく、減価償却費を逆に

言うと積んでいくという話で端的に言っていい

のだと思うのですが、実際、網走市の水道部も

この本来積むべきお金がなかなか正直言って積

めないと。 

それでこれがいつも議論になるのですが、市

民の皆さんにこれが理解をしていただくと、平

成24年度の決算でも、貸借対照表を見ても資産

の部で約63億円ぐらいの、減価償却費累計額が

あるのですが、正直言うとこの数字だけであっ

て、きっとこういう言い方すると失礼ですが、

手元にというのは、いろいろな形で使われてい

るんだろうというふうに思います。 

そういう意味で本来基本に戻って、この減価

償却費がきちっと積んでいけるような状況がも

しつくれれば、料金改定ということも一つあり

ますが、導水管の布設がえのほうにしっかり対

応していけるという可能性が多分に出てくるの

ですが、この減価償却費のことについてもし何

か考え方があれば、現状非常に料金改定のとき

に、減価償却費をお金を持っていると、それは

水道部としてお金があるじゃないかと、お金が

あるのになぜ値上げをするのかと、こういう理

解になってしまって、料金改定が非常に難しい

と。 

端的に言うと、もう本当にお金がありません。

ですから向こう３年間値上げをしないと、こう

いうふうにして運営がやっていけないのですと

いう形でやっていかないと、市民の理解が得ら

れないというのが非常に残念なとこもあるので

すが、市民感情としてはわからないわけでもな

いのですが、長々話すよりは減価償却費につい

て、水道部として何か見解持っていればお話を

いただきたいと思います。 

○山崎営業課長 

減価償却費についてですけども、実際に今う

ちのほうでどういうふうに当たっているかとい

いますと、結果的には償還金の元金に充ててい

っているというのが状況でして、これによりま

して何とか料金改正を免れてきたという状況で

ございます。 

今後につきましても、少しでも貯めていかな

ければならないというような形では考えてはお

りますが、やはりここの起債償還率が今、実際

に給水収益に占める償還元金の割合につきまし

ては、ことしにつきましては平成24年度決算で

は62.2％、今の予定でいきますと、ことしで6

5％と、若干その償還額にあたる部分がどうして

もふえていくということで、そこの減価償却費

についてもそちらに充てざるを得ないのかなと

いうふうに考えております。 

○山田(庫)委員 

基本的にはやはり手元に持ちたいお金なのだ

ろうかどうかなのですが、その辺はどうお考え

ですか。 

○山崎営業課長 

手元にはお金は持ちたいとは思っております

が、やはり今の状況でいきますとどうしても償

還にあてざるを得ないという状況で、前回にも

申しましたけれども、うちのいまの導水管の更

新計画の中で、ここの割合が少なくなったとい

うに導水管を更新にしていきたいという計画も

ございますので、できれば貯めていきたいとい

うのはありますけれども、現状としてはなかな

か難しいのかなというふうに思います。 

○山田(庫)委員 

私も以前からちょっと議論させていただいた
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時に、市民の皆さんとしっかりひざを交えて話

して理解を得た市民が多くいるわけではないの

ですが、例えば導水管というのは将来はもう布

設がえをしていかなければならないと、減価償

却費はある程度蓄積できればまた対応も可能な

のですが、それも今の説明でいくと、やはり非

常に難しい、企業債借りるよりはやはりそこを

使ったほうが、そういう意味で３年でシフトす

るべきが９年頑張っていただいて今回料金改定

の話が出ていると、こういう現実が一つあると

いうこと。それで、前から私持論として勝手に

言ってたこともありますけれども、例えば料金

の部分の使用料を市民の皆さんに説明して理解

を得て、例えば５％でもその導水管の布設がえ

に、将来の私たちの子どもや孫たちが負担をす

るのではなくて、今の私たちも幾らか負担をし

ようということで、その料金の一部から布設が

えの形でもらえるような方法というのはないの

かという議論もしてきてきた経過があるのです

が、なぜかというと、やはりその今言われるよ

うに鋼管が補助なると非常にありがたい、これ

は一つあります。 

それと今起債の償還が非常にピークは過ぎた

とはいえ、まだ非常に起債の償還が多くなると

いうことが計上の中にありますから、これがあ

る程度見えてきたときにその導水管に手をかけ

なければならないというこの現実、そうは言い

ながらも、何かないように対策を万全にしてい

かなければならないわけですが、この当初の水

道を引いたときも私はまだ生まれているかどう

かの時代だったとは思いますが、大変な御尽力

をしてくれた方もいらっしゃって、ただ、市の

財政は大変な状況にその後なったということは

事実としてあるのです。 

ですから、計画的にやはりしていかなければ

ならないということが前提ですけども、何らか

の形でこれに対応する財源というのを違う意味

でやはり確保するということの視点も持たない

と大丈夫なのかなという心配があるのですが、

その辺はちょっとどうでしょうかね。 

○山崎営業課長 

前にも申しましたけども、基本的に今回の３

年間というものにつきましては、資金収支方式

ということで、３年間経費を料金改定で間に合

わせたという計画でございます。 

それで今、消費税とか、あと化石燃料とか物

価上昇とか、その辺も含めてちょっと見えない

状況にございますので、基本的にこの３年間は、

今の料金改定でやらせていただきまして、次期

料金改定のときにはその辺を踏まえたもので考

えていきたいというふうに考えております。 

○山田(庫)委員 

 何かするということの一つの考え方と、やは

り財源が非常に必要になります。 

ですから短期間でやるということは非常に難

しくなると、先ほど栗田委員も言ってましたけ

ど、やはり鋼管等が劣化してくれば、傷んでく

るわけですから、やはり全体はいつかの時点で

布設がえをしなければならないと、長くやれば

やるほど先にやったところが今度こうなると回

りになってきますからね。 

将来もこういう形で水をやはり市民に供給す

る方式を考えていくべきだと思ってますから、

そういう意味では回るようなローリングするよ

うな計画も考えながら、財源をどうするかとい

うことは今山崎営業課長からあったように、減

価償却費がなかなか積めない状況というのも理

解するしかないかなというふうに思うのですが、

その辺をやはり今後の部分として、水道部も企

業ですから、市民に対してのやはり満足度と理

解をしていただくためにはいろいろなことを苦

労されているのはわかるのですが、必要なもの

は必要だということを、やはり市民に訴えなが

ら理解していただくことも、必要ではないかと

いうふうに思いますので、３年後になるかいつ

になるか別にして、今度の料金改定のときには

そんなことももし、議論して何か考え方が新た

なもので示されるのでしたら期待も含めて聞か

せていただきたいと思います。 

以上です。 
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○佐々木委員長 

そのほか委員から特に質疑、意見等ございま

せんか。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木委員長 

それでは、皆さんから特にこれ以上の意見、

質疑等ないということですので、この水道事業

給水条例の一部を改正する条例制定につきまし

ては、全会一致をもって原案可決すべきものと

考えたいと思いますが。 

○山田(庫)委員 

討論していただいて、皆さんからそれぞれ意

見いただいたほうがいいのではないかと思いま

す。 

○佐々木委員長 

今山田委員から皆さんから討論いただいた上

でというようなの話がありましたので、それぞ

れお伺いをしたいと思います。 

○工藤委員 

答申含めていろいろございました。 

そして山田委員のほうからもございました。 

しかし、今償還のピーク等過ぎてから、また

国の財政支援等があればまた変更して前倒しし

てやることもあり得るだろうし、そしてそれが

なければやはり延命措置が流量計の多くつけた

ことによって、伸びるのではないかと私として

はできる限り市民負担をないように努力してい

ただきたい旨を述べて、今回のことに関しては

賛成の意をしたいと思います。 

○佐々木委員長  

次いかがでしょうか。 

○古都委員 

 本日まで何度も議論した中での話なのですけ

れども、もちろん値上げしないでそのままやっ

ていけるというのが一番望ましい形とは思いま

すし、その思いというのは一緒だという部分も

確認できているのですけれども、残念ながら現

在の現状等々考えると、先々またいろんな補助

金制度があれば活用しながらも、現状ではせざ

るを得ない部分というので今回の料金の改定に

関しまして私は賛成ということで理解いたしま

した。 

○栗田委員 

前回で議論のほうは尽くしたと思います。 

私はコストの面のしっかりとした見直しをや

っていただければ、それに見合う収支の話です

から当然料金の値上げは、差し迫った問題とし

てするべきであるというふうに賛成の立場をと

らさせていただきました。 

導水管の問題も山田委員のほうから出てまし

たけれども、私は基本的にこれを全額市民負担

で受益者負担でやるというのはちょっと厳しい

のかなという考えをもっています。 

この答申等いろいろなの形で市長の答弁の中

にもありましたけれども、やはり国のほうに積

極的な要請をして、何とか補助対象いろいろな

部分でなった暁には早急にできるわけですから、

そういう動きを私も政治家の一人として国のほ

うにも積極的に推進をしていきたいなという考

え方でいますので、今回の条例の改正、料金改

定について私は賛成をいたします。 

○山田(庫)委員 

 何点かいろいろ議論させていただきました。 

それで、今いろいろなものが値上げをしてき

ている状況が一つありますし、来年は消費税の

関係も一つありまして、市民にはなるべく値上

げというのは避けるべきだし、なければいいと

いうのは十分私も理解をします。 

先ほど古都委員からもあったように値上げし

なくて済むものでしたら、これが一番いいとは

思いますが、今回いろいろ精査もさせていただ

いて議論させていただきました。 

今後向こう３年間も含めて厳しい運営状況に

なってると、それと内部努力もだいぶされてま

すし、まだいくらか絞ればまだ水が出るのか私

わかりませんが、ここは効率いい経営というの

はまだまだやはり目指していただくということ

は一つあるのだと思いますけれども、限度が一

つあるとは思いますが、その辺含めて経営の透

明性と効率性には今後も十分対応していただき
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たい。 

それともう１点は、やはり過去に２回断水が

続いたということも含めて、前倒しの導水管の

布設がえや、流量計も箇所をふやして対応した、

それとバイパスも施工済みということで、対策

はある程度されてるというふうに思いますが、

答申の中にあったように、今度の定期点検のと

きにはあそこに示された提言内容もしっかり確

認をしていただいて、今、進めている維持管理

をさらにいい形でできることも視野に入れて万

全な対応で継続をしていただくと。 

そして導水管も先ほど栗田委員やほかの委員

からもありますけれども、財源というのは非常

に一方で見ていかなければなりませんから、き

ちっと二面性持ちながら進めていただいて、導

水管のやはり布設がえというのは、将来的には

完了する方向をしっかり持っていただきたい

と。 

こういう附帯意見という形になるかどうかで

すが、私の考え方、要望も含めて言わさせてい

ただいて、今回の料金改定については、８トン

を５トンにしたということも一つの評価をさせ

ていただくということも含めて、料金改定には

賛成をさせていただきたいと思います。 

○小澤副委員長 

私も賛成をさせていただきたいと思います。 

きょうまで継続審査させていただきました。

その中で、納得できない部分もあって、追加資

料もお願いしまして、説明を受けて私なりにし

っかり内容がわかりましたので、今回導水管の

漏水事故の調査の答申もいただいて、その結果

も踏まえまして、今後の対策に今まで以上に尽

力していただきたいというふうに思います。 

以上です。 

○佐々木委員長 

きょうまで継続審査させていただきまして、

皆さんそれぞれ賛成という意見をいただきまし

たので、これをもちましてこの議案に関しまし

ては結審をいたしたいと思います。 

これは全会一致をもって原案可決すべきもの

と決定してよろしいでしょうか。 

○山田(庫)委員 

こだわる気はないのですが、各委員からいろ

いろ話がでましたから、その辺まとめて附帯意

見をつけて料金改定に賛成するという形が私は

いいのではないかと思うのですが、ほかの委員

にも聞いてみていただきたい。 

○佐々木委員長 

わかりました。 

今、山田委員のほうからさまざまな意見もあ

っての賛成なので、附帯意見をつけての原案可

決すべきものと決定したらどうかということな

のですが皆さんいかがでしょうか。 

○工藤委員 

それぞれが意見違うと思うのですよ。 

ですけども、この料金改定には賛成というこ

とで附帯意見をつける必要性はないと思いま

す。 

○佐々木委員長 

ほかの委員はいかがでしょうか。 

○小澤副委員長 

私は附帯意見はないので、附帯意見つけたい

という委員がいれば、どういう意見なのか、今

の意見がどれが附帯意見にあたるかというのが

私は判断できませんので、私自身はなくていい

というふうに判断いたします。 

○佐々木委員長 

栗田委員いかがですか。 

○栗田委員 

どういう内容の附帯意見をつけたいというの

か山田委員の考え方がわからないので、なんと

もそれに対して。 

○佐々木委員長 

そうですか。 

それでは山田委員いかがですか。 

○山田(庫)委員 

ちょっと私、先ほど言いましたけれども、月

並みな当たり前のことかもしれませんが、委員

が話した中で共通になるかなというふうにちょ

っと思ったのは、今後の水道部の経営の部分で
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いけば、やはり健全化というのは大事ですから、

効率のいい、そして透明性のある経営に勤めて

ほしいと、それとやはり断水も含めた対策とい

うのは、これからも万全な対策を引き続き継続

することと、導水管の更新計画ということを財

源も含めた長期的なスパンでしっかり考えてい

けということを、私は皆さんが同じようなこと

言ったのではないかというふうに勝手に考えた

ので、月並みな附帯意見までになるかどうかと

いうのはありますけども、私は大事だと思いま

すので、そういう２点をつけて賛成したらどう

かなというふうに私は思います。 

○佐々木委員長 

山田委員から今２点ほど、皆さんの同じよう

な思いのある附帯意見として、適するような内

容があるのではないかというお話でしたけれど

も、いかがでしょうか。 

○栗田委員 

委員会の中ではしっかりと議論させていただ

きました。 

不明な点、資料等も十二分に出していただい

た上で、今回の３年間の料金改定については皆

さん承認という形だと思います。 

それに対して当然、要望だとかそれは通常の

ごとく、これは条例が通ったから通らないから

は別にしても、我々は常に精査していく役割が

ございますので、それはふだんの委員会活動の

中で十分できる話で、どうしてもこの附帯意見

をつけての賛成という形には私はならないのか

なというふうに考えます。 

○佐々木委員長 

ほかの委員はいかがですか。 

○古都委員 

今山田委員の話もありましたとおり、現在取

り組んでいることに対して、さらにそれを所信

としてみたいな形での感じだと思うのですよ

ね、 

もちろん取り組んでいることですから、それ

を基本とした上で何かすごい縛りをつけるもの

ではない附帯意見なので、私は基本としてこう

いう形で進めてくださいという附帯意見だと理

解しますので、附帯意見をつけることに対して

私は別に問題はないのかなと思います。 

○佐々木委員長 

暫時休憩いたします。 

午後２時32分休憩 

午後２時33分再開 

○佐々木委員長 

再開いたします。 

○山田(庫)委員 

私から提案させていただいて、附帯意見つけ

て当委員会としても賛成という形で整理できな

いかということでお話をさせていただいて、各

委員から議論いただいて、皆さんの中には思い

は一緒の方もいらっしゃるかもしれないけど、

特に附帯意見までつける必要はないのでないか

という意見が大方かなというふうに私自身が理

解をしますので、ぜひ各委員から出た賛成の前

にお話ししたことを委員長としてまとめていた

だいて、本会議の中で委員長報告がもちろんあ

るわけですから、その中でぜひ委員長に入れて

いただくことをお願いして、私は先ほど提案し

たことについては却下させていただきます。 

○佐々木委員長 

それでは山田委員から附帯意見のお話があり

まして、そして古都委員からつけるのであれば

という御意見もありましたけれども、再度山田

委員のほうから皆さんから特に附帯意見までつ

ける必要がないというような大方の意見だと感

じたので、委員長報告の中でしっかりと今、皆

さんが指摘されたような内容等つけ加えながら、

報告をしていただければということでしたので、

今回の水道事業給水条例の一部改正する条例に

つきましては、委員長報告の中でしっかりと皆

さんの思いをつけ加えさせていただきながら報

告をさせていただいて、条例制定の原案可決す

べきものと決定したいと思いますがよろしいで

しょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木委員長 
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それでは以上で、条例制定につきまして審査

を終わらせていただきます。 

そのほか理事者の方から何か案件ございます

か。 

（「ありません」の声あり） 

○佐々木委員長 

委員のほうから何かございますか。 

（「なし」の声あり） 

○佐々木委員長 

長時間にわたっての御審査ありがとうござい

ました。 

以上で経済建設委員会を終了いたします。 

お疲れさまでした。 

午後２時35分 開会 

 

 


